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Ⅰ 提言にあたって 

  

 

 鶴ケ城周辺公共施設利活用構想策定市民懇談会（以下「懇談会」という。）

は、『鶴ケ城周辺公共施設利活用構想（素案）』（以下「素案」という。）に

ついて、市長が、幅広く市民及び市民団体からの意見を求めるために、公

共的団体の代表者、学識経験者、公募による市民の総勢 30 名により組織

したものである。 

 

この素案は、本市の観光の拠点であり、文化、教育、さらには官公庁を

中心とする各種業務の集積地である鶴ケ城周辺地域において、第 6 次会津

若松市長期総合計画の「鶴ケ城・中心市街地周辺地域」の地域別将来展望

における目標、方針を踏まえ、市有施設の利活用や整備の基本的な考えを

総合的な見地から明らかにすることを目的として、市民に提示されたもの

である。 

 

この素案については、平成 21 年 2 月に示されて以降、市政だよりや市

のホームページ、市長の出席のもと行われた市内各地区における地区別懇

談会、さらには、市議会における「鶴ケ城周辺公共施設利活用構想（素案）

に係る検討委員会」、加えて、城前団地入居者の方々、鶴城小学校保護者

の方々によるアンケート調査などをとおして、多くの意見や提案が出され

てきたところである。 

 

本懇談会においては、こうした意見、提案の提示を受け、また、これら

を踏まえながら、平成 21 年 5 月から平成 21 年 12 月までの計 7 回にわた

り素案に掲げる公共施設毎に、委員それぞれの立場や見識に基づき、様々

な角度から、評価、検討、提案を行ってきたものである。 

本懇談会は、委員相互の議論のもと、以下のとおり意見を取りまとめた

ところであり、懇談会の総意として市長に提言するものである。 
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Ⅱ 公共施設利活用の方向性に対する懇談会の総意及び意見 

  

１.会津学鳳高校跡地 

  利活用方針 

○短中期的視点については「行政課題解決に向けた暫定的な利活用」と  

する。  

○長期的視点については、「観光駐車場としての利用のみに限定するこ

となく、緑地等の整備を含めた方針」とする。  

《利活用・整備の概要》 

・概ね素案に提示されている内容とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記に附帯する意見】 

○史跡内にある駐車場施設等は、城郭保護及び史跡本来の姿に戻す観点

から、移転すべきである。  

○長期的な利活用については、整備着手時期に、改めて「まちづくり」 

 の視点から検討すべきである。  

鶴ケ城周辺公共施設利活用構想（素案）より 
 
《暫定的視点（短中期的視点）における利活用・整備の概要》  

○旧校舎について 
・旧校舎 1 階を（仮称）生涯学習総合センター供用までの期間、中央 

公民館として利用します。 
・旧校舎上層階（一部）を男女共同参画の拠点施設、シルバー人材セ  

ンターなど公共的な団体の事務所として暫定利用します。  

また、これらの施設については、将来的に庁舎建設後の栄町第一庁  

舎等へ移転します。  

・中央公民館移転後、旧校舎 1 階を本庁舎の整備を行う期間、市役所 
の仮庁舎として暫定利用します。 

 ○旧東側体育館について 
  ・地域に密着した体育施設として、暫定的に地域のスポーツ団体、な 

ぎなたなどの武道を中心とした団体の利用に供します。 
 ○旧学鳳会館    
  ・謹教小学校に余裕教室が出るまでの期間、謹教地区のこどもクラブ 

に利用します。 
 ○その他の建築物（西側体育館、プール、部室等） 
  ・順次除却することとします。 

○旧グラウンド 
  ・各施設の暫定利用が終了するまでの期間、それぞれの施設の駐車場 

及びイベント時、観光繁忙期の臨時駐車場として利用します。 
 

《将来的視点（長期的視点）における利活用・整備の概要》 
○敷地内建築物の除却の後、観光駐車場として整備します。（場合に

よっては、改装などにより、観光的な用途に利活用可能な建築物
は残すこととします。） 

○鶴ケ城の魅力向上のための（既存施設の改装などによる利用も視
野に入れた）施設の整備を検討します。 

○グラウンド南側の一部については、鶴ケ城を訪れる方々の利便性
の向上を図るため、国道 118 号から鶴ケ城への導入路として利用
します。 
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２．市役所庁舎 

⑴本庁舎 

利活用方針    

○現在の本庁舎新館を取り壊した敷地及び中庭敷地へ本庁舎、栄町第一  

庁舎、栄町第二庁舎の機能を統合した庁舎を建設する。  

《利活用・整備の概要》 

・本庁舎旧館の耐震性を確保し、保存、活用する。  

・本庁舎新館、中庭敷地へ、本庁舎、栄町第一庁舎、栄町第二庁舎の

機能を統合した庁舎を建設する。  

・建設までの期間、旧会津学鳳高校校舎を暫定的に庁舎として利用す  

る。 

⑵栄町第一庁舎 

利活用方針    

○現在の機能は、整備後の本庁舎に統合し、本庁舎の整備の後、市民活 

動の拠点等として利用する。 

《利活用・整備の概要》 

・現在の機能は、整備後の本庁舎に統合する。 

・男女共同参画や市民活動の拠点など市民要望が高い施設や、社会福

祉協議会、シルバー人材センターなど公共的な団体の事務所として

利用する。 

⑶栄町第二庁舎 

利活用方針    

○将来を担う『子どもたち』に関連した施設とする。 

《利活用・整備の概要》 

・現在の機能は、整備後の本庁舎に統合する。 

・子どもの遊び場等を併設した、子どもたちや子育て世代の方々のた

めの施設として整備、利用する。  

 

【上記に附帯する意見】 

○本庁舎整備については、駐車場のあり方など、利用者の利便性向上に    

 十分配慮すべきである。 

○利活用・整備の概要については、基本的に素案に提示されている内容  

とするが、特に、栄町第一庁舎及び栄町第二庁舎については、本庁舎  

の建設が具体的になってきた時期に、再度、利活用及び整備概要につ  

いて検討すべきである。なお、その際、栄町第二庁舎については、男  

女共同参画拠点の機能や障がい者関連の施設機能についても、検討す  

べきである。  
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 ３．会津図書館 

利活用方針    

        ○歴史資料保管センター・歴史資料展示室として利活用する。 

《利活用・整備の概要》 

・市が所有する歴史資料、美術品等の保管、管理等を行う。 

・先人を顕彰する資料等の保存、歴史に関する調査、研究活動の拠点 

とする。 

・1 階の一部に、子どもたちの歴史学習の場として展示スペースを設  

 置する。 

・市内各所にある先人の資料やゆかりの地等の案内業務なども検討す

る。 

 

【上記に附帯する意見】 

○施設の大規模改修等を実施して活用するのではなく、現状を維持しな 

がら利活用を図るべきである。 

 

 

 ４．陸上競技場 

利活用方針    

○多目的緑地公園として整備し、活用する。 

《利活用・整備の概要》 

・土塁及び土塁の桜は現状を維持する。 

・イベント（まつり、野外コンサート等）の開催、ジョギングやウォ 

 ーキング等での利用を可能とする。 

 

【上記に附帯する意見】 

  ○整備にあたっては、市民の憩いの場としての視点で検討すべきである。 

 

 

 ５．サブトラック 

利活用方針    

○駐車場として活用する。 

《利活用・整備の概要》 

・当面は鶴ケ城公園利用者や観光繁忙期における臨時駐車場とする。 
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６．鶴城小学校 

利活用方針    

○城前団地内を一つの候補地として移転改築を検討し、現在の敷地につ 

いては、新庁舎の駐車場などとして利用する。 

 

【上記に附帯する意見】 

  ○城前団地内への鶴城小学校移転にあたっては、引き続き、城前団地入

居者の方々、鶴城小学校保護者の方々に、鶴城小学校の他敷地への移

転改築が望ましい理由と城前団地の建替えの必要性、さらには本市の

まちづくりや財政的側面からも城前団地内への移転が望ましいこと

を十分に説明していく必要があり、特に城前団地入居者の方々の転居

等にかかる不安等に対しては丁寧な対応を図るべきである。 

○また、鶴城小学校児童の保護者の方々からは、地震等における児童の

安全確保の観点から早急に建替えを望む声があることから、城前団地

入居者の方々のご理解をいただきながら、鶴城小学校移転改築を想定

した城前団地の建替計画、さらには、鶴城小学校の移転改築計画を早

急に策定すべきである。 

○その際にあっては、城前団地入居者、鶴城小学校保護者及び関係する 

方々と充分に協議しながら、計画策定に臨むべきであり、当事者であ 

る鶴城小学校児童の安全と良好な学習環境の確保、城前団地入居者の 

方々の意向への対応には細心の注意を払うべきである。 

○加えて、実現に向けては、財政状況に留意しながら、財源を有効に利

用することを検討すべきである。 

 

 

[付記] 

なお、鶴城小学校の利活用の検討に際し、以下の意見があったことを

付記する。 

・鶴城小学校と行仁小学校の合併統合を検討すべきである。 

・より時間をかけて検討すべきである。 

・合併特例債の使える期間にかかわらず、時期的なものを考慮してはど

うかと考える。 

・鶴城小学校の移転改築後の敷地については、旧謹教小学校跡地との交

換を検討すべきである。 

・歴史のある現在の鶴城小学校をリフォームすることで、費用をかけず 

に時間を縮めて対応することを考えるべきである。 
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Ⅲ おわりに 

 

 

  本懇談会は、この提言を行うにあたり、多種多様な市民の声と、示され

た素案の考え方を踏まえつつ、本市の将来のまちづくりに有効であり、か

つ実現可能な方向性について、懇談会の総意という形で取りまとめを行っ

たところである。 

 

一方で、素案については、これまで、市民公募意見や地区別懇談会をは

じめとする様々な手法の中で、市民の声が提示され、懇談会においても、

様々な見地から多様な意見があったところであるが、何れの過程において

も、こうした、意見を集約し、全ての市民が望む形を具現化することは、

それぞれの意見を尊重しながらも限界があることも事実である。 

 

今後、最終的な構想の確立、さらには、構想に掲げられる様々な公共施

設の具体的な利活用については、市としての最終的な決定に委ねることと

なるが、その際には、本懇談会が、真摯に議論を重ね取りまとめたこの提

言に最大限に配慮されるよう願うところであり、加えて、今後取り組みを

進めるにあたっては、この提言に取りまとめることができなかった多くの

市民の声、提案についても、有効性等を再度検証しながら実現に向けた作

業を進めることを望むものである。 

 

本懇談会は、第 6 回市民懇談会において委員から述べられた「会津若松

市を背負っていく子どもたちのために、悔いのない大人の知恵を出し合う

ことを願う」との意見をもって、構想さらにはこれに基づく取り組みが、

本市の活性化と私達市民の公共の福祉の向上、さらには、子どもたちの豊

かな未来に寄与することを切に願うものである。 

 

 

以 上 
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